
企業と雇用システム 

２０１９年 6月２7日 

講師：髙田好章 

第１２回 特別授業： 労働問題・労働条件に関する啓発授業   ［公開授業：厚生労働省委託事業］ 

 

◎今回の概要： 

学生のみなさんに対して、労働問題や労働条件の改善等について理解を深めてもらえるよう、啓発授業を行

います。昨今、「過労死」をはじめとした労働条件などに関する問題が大きく取り上げられるなど、社会的にも

関心が高まっています。厚生労働省は学生等に対して、働く際のルールについて理解を深めてもらえるよう、

労働問題に関する有識者及び過労死のご遺族を講師として学校に派遣し、啓発授業を実施しています。仕

事による過労から命を落としたり健康を損なうことは、ご本人はもとより、そのご家族にとっても計り知れない苦

痛であるとともに、社会にとっても大きな損失であり、こうした事態を何としても防いでいかなければなりません。

これから社会に出て行く学生のみなさんがこうした労働問題について理解を深め、自分を守るための知識をつ

けられるよう、啓発授業を行います。 

 

◇お話 

 「過労死・ブラック企業から身を守るために ～ワークルールとブラック企業の見分け方～」 

   弁護士 清水亮宏さん（立命館大学法学部出身） 

 「夫が過労死した背景」 

   大阪過労死を考える家族の会 西岡さん 

 

□過労死問題・過労死防止運動の簡単な年表 

・1984年   「過労死１１０番」パンフレット発刊（大阪） 

・1988年 4月  大阪で「過労死１１０番」実施 

・1988年 6月 「過労死１１０番全国ネット」第 1回一斉相談 

・1988年 10月 「過労死弁護団全国連絡会議」 結成 

・1989年      「名古屋過労死を考える家族の会」 結成 

・1990年 7月  『さよなら過労死―人間らしく生きるために』大阪過労死問題連絡会編 出版 

・1990年 12月 「大阪過労死を考える家族の会」 結成 

・1990年 12月 『ＫＡＲＯＳＨＩ［過労死］国際版』 出版 

・1991年 11月 「全国過労死を考える家族の会」 結成 

・1994年 1月  平岡過労死事件 大阪地裁で和解 

・1998年 4月  『過労自殺』出版 ：2014年 7月『過労自殺 第二版』 

・2000年 3月  電通事件 最高裁判決 

・2010年 10月 過労死防止基本法制定・院内集会 

・2014年 6月  過労死等防止対策推進法（過労死防止法） 成立 

・2014年 10月 過労死等防止対策推進全国センター 設立 

・2015年 5月  過労死防止学会 設立 

 


